
 

成年後見制度講演会＆ 

市民後見人養成講座事前説明会 

     （ガイダンス） 
 

   

          平成２９年度講座開催 受講生募集 

認知症や障害等によって判断能力が十分でない方の思いを尊重して 

支援する成年後見制度があり、住み慣れた地域で安心して暮らし続け 

られるよう、身近な立場で支援を行う市民で養成講座を受講し、家庭 

裁判所から選任された人を市民後見人と言います。福知山市成年後見 

センターでは、制度についてお知らせし、また、市民後見人としての 

活躍に向けて、講演会を開催します。 

 

＊問い合わせ先＊ 

福知山市成年後見センター（社会福祉法人福知山市社会福祉協議会） 

     ＴＥＬ:０７７３－２５－３２１１ ＦＡＸ:０７７３－２４－５２８２ 

 

  市民後見あ

成年 
             

 
自分も 

市民後見人として 

活動してみたい！ 

市民後見人って 

どんなことか 

知りたいな！ 

 

 

≪成年後見制度講演会＆市民後見人養成講座事前説明会の内容≫ 

☆講演会 ①専門職による講演 「成年後見制度の概要と市民後見人の役割」 

     ②市民後見人の実際 「市民後見人活動の報告や実施機関のサポート報告」 

☆事前説明会（ガイダンス） 

     ①養成講座の概要説明（養成講座の内容・受講等について） 

※養成講座を受講するには、ガイダンスへの参加が必須です。 

☆開催日時及び会場 

○第１回 平成 29年 4月 15日（土）10:00～12:00 福知山市総合福祉会館 

  ○第２回 平成 29年 4月 15日（土）14:30～16:30 夜久野ふれあいプラザ 

 ○第３回 平成 29年 4月 22日（土）10:00～12:00 三和会館 

 ○第４回 平成 29年 4月 22日（土）14:30～16:30 大江町総合会館  

☆参加対象 ・福知山市在住・在勤で、25歳以上 70歳未満の方 

（平成 29年 4月 1日現在） 

      ・成年後見制度及び高齢者、障害者に対する福祉活動に理解がある方 

 ☆申込方法は、電話、ＦＡＸ、郵送にて。 

     《ＦＡＸでのお申込みについては、裏面をご利用ください。》 

 



 

平成２９年度 市民後見人養成講座 事前説明会（ガイダンス）申込書 

 ※ＦＡＸでお申し込みの場合は、本用紙で下記の番号に送信してください。 

 

（フリガナ） 

氏  名 

（                      ） 

住  所 

〒 

 

電話番号 

（自 宅） 

（携 帯） 

ガイダンスに参加する  ・ 参加する   ・ 参加しない  

   ※該当するほうに○をつけてください 

 

 ※ガイダンス参加希望日のいずれかを選んで○をつけてください。 

 参加希望日 日 時 会  場 

①  
4月 15日（土） 

10：00～12：00 

福知山市総合福祉会館 （福知山駅徒歩 15分） 

住所：福知山市字内記 10－18（内記 2丁目）☎0773－25－3211 

②  
4月 15日（土） 

14：30～16：30 

夜久野ふれあいプラザ （下夜久野駅徒歩 10分） 

住所：福知山市夜久野町額田 19－2 ☎0773－37－1188 

③  
4月 22日（土） 

10：00～12：00 

三和会館 （千束バス停徒歩 10分） 

住所：福知山市三和町千束 383  ☎0773－58－3334 

④  
4月 22日（土） 

14：30～16：30 

大江町総合会館  （大江駅下車すぐ） 

住所：福知山市大江町河守  ☎0773－56－1101 

 

福知山市成年後見センター 福知山市社会福祉協議会宛  

ＦＡＸ：０７７３－２４－５２８２ 

 

 

参考：市民後見人養成講座（基礎研修、実践研修）の日程は下記のとおりです。 

   ※全課程（金曜日）の開催となります。 

   ※各日とも午前 9時 30分開始を基本としますが、内容によって変更になっています。 

○基礎研修 ①7月 14日 ②7月 28日 ③8月 4日 ④8月 25日 ⑤9月 8日 ⑥9月 15日 

 ○実践研修 ⑦10月 6日 ⑧10月 20日 ⑨10月 27日 ⑩11月 10日 ⑪11月 24日 ⑫12日 1日 

 

 


